
12 横浜市立図書館条例・横浜市立図書館規則 

 

横浜市立図書館条例 

 

制  定 昭和39年３月31日条例第49号 

最近改正 平成11年９月24日条例第54号 

注 昭和61年３月から改正経過を注記した。 

 

横浜市図書館条例をここに公布する。 

横浜市立図書館条例 

 

（設置） 

第１条 図書館法（昭和25年法律第118号）第10

条の規定に基づき、横浜市立図書館（以下「図

書館」という。）を次のように設置する。 

名 称 位 置 

横浜市中央図書館 横浜市西区 

横浜市鶴見図書館 横浜市鶴見区 

横浜市神奈川図書館 横浜市神奈川区 

横浜市中図書館 横浜市中区 

横浜市南図書館 横浜市南区 

横浜市港南図書館 横浜市港南区 

横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷区 

横浜市旭図書館 横浜市旭区 

横浜市磯子図書館 横浜市磯子区 

横浜市金沢図書館 横浜市金沢区 

横浜市港北図書館 横浜市港北区 

横浜市緑図書館 横浜市緑区 

横浜市山内図書館 横浜市青葉区 

横浜市都筑図書館 横浜市都筑区 

横浜市戸塚図書館 横浜市戸塚区 

横浜市栄図書館 横浜市栄区 

横浜市泉図書館 横浜市泉区 

横浜市瀬谷図書館 横浜市瀬谷区 

（昭61条例14・昭61条例68・昭62条例49・昭62

条例65・昭63条例43・昭63条例66・平元条例10・

平元条例56・平4条例56・平5条例88・平6条例66・

平7条例13・平11条例54・一部改正） 

（利用の制限） 

第２条 教育委員会は、図書館の利用者が次の

各号の一に該当すると認めるときは、入館を

拒み、又は退館を命ずることができる。 

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はか

けるおそれがあるとき。 

(2) その他図書館の管理上支障があるとき。 

（手数料） 

第３条 図書館資料の複写を依頼しようとする

者は、複写１枚につき40円の範囲内において

教育委員会規則で定める額の手数料を納付

しなければならない。 

2  手数料は、前納とする。ただし、教育委員

会が特別の事情があると認める場合は、この

限りでない。 

3  教育委員会は、必要と認める場合は手数料

を減免することができる。 

4  既納の手数料は、返還しない。ただし、教

育委員会が特別の事情があると認める場合

は、手数料の全部または一部を返還すること

ができる。 

（目的外使用） 

第４条 図書館の一部を用途または目的外に使

用しようとする者は、教育委員会の許可を受

けなければならない。 

2  教育委員会は、前項の許可に必要と認める

範囲内において条件を付けることができる。 

3  次の各号の一に該当する場合においては、

教育委員会は第１項の許可を取り消し、その

条件を変更し、または使用を停止することが

できる。 

(1) この条例またはこの条例に基づく教育

委員会規則の規定に違反したとき。 

(2) この条例に基づく許可の条件に違反し

たとき。 

(3) その他特に必要な事情が生じたとき。 

(平6条例88・一部改正) 
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（賠償責任） 

第５条 図書館の利用者が故意または過失によ

り図書館の図書その他の資料を亡失し、もし

くは汚損し、または施設もしくは設備を滅失

し、もしくは損傷したときは、その損害額を

賠償しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、図書館

の管理及び運営に関する事項その他この条

例の施行について必要な事項は、教育委員会

規則で定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

1  この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

（横浜市図書館設置条例の廃止） 

2  横浜市図書館設置条例（昭和25年10月横浜

市条例第39号）は、廃止する。 

付 則 （昭和43年11月条例第52号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和49年8月条例第62号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和49年10月教委規則第9号により同年同月5

日から施行） 

附 則 （昭和52年1月条例第13号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和52年4月教委規則第3号により同年同月12

日から施行） 

附 則 （昭和53年6月条例第29号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和53年10月教委規則第11号により同年11月

1日から施行） 

附 則 （昭和54年12月条例第66号） 

この条例は、昭和55年１月10日から施行する。 

附 則 （昭和55年3月条例第6号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和55年5月教委規則第4号により昭和55年5

月15日から施行） 

附 則 （昭和55年6月条例第35号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和55年7月教委規則第9号により同年8月27

日から施行） 

附 則 （昭和55年7月条例第49号） 

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。 

附 則 （昭和57年3月条例第10号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（昭和57年4月教委規則第5号により同年5月7日

から施行） 

附 則 （昭和59年12月条例第73号） 

この条例は、昭和60年１月17日から施行する。 

附 則 （昭和61年3月条例第14号） 

この条例は、昭和61年５月14日から施行する。 

附 則 （昭和61年12月条例第68号） 

この条例は、昭和62年１月21日から施行する。 

附 則 （昭和62年9月条例第49号） 

この条例は、昭和62年10月21日から施行する。 

附 則 （昭和62年12月条例第65号） 

この条例は、昭和63年１月26日から施行する。 

附 則 （昭和63年7月条例第43号） 

この条例は、昭和63年７月25日から施行する。 

附 則 （昭和63年12月条例第66号） 

この条例中、第１条の表横浜市泉図書館の項

に係る改正規定は昭和64年２月22日から、横浜

市栄図書館の項に係る改正規定は昭和64年３月

14日から施行する。 

附 則 （平成元年2月条例第10号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（平成元年3月教委規則第10号により同年5月21

日から施行） 

附 則 （平成元年12月条例第56号） 

この条例は、平成２年３月１日から施行する。 
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附 則 （平成4年9月条例第56号） 

この条例は、平成４年12月２日から施行する。 

附 則 （平成5年12月条例第88号） 抄 

（施行期日） 

1  この条例は、教育委員会規則で定める日か

ら施行する。 

（平成6年2月教委規則第4号により同年同月22

日から施行） 

附 則 （平成6年9月条例第66号） 抄 

この条例は、平成６年11月６日から施行する。 

附 則 （平成7年2月条例第13号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から

施行する。 

（平成7年3月教委規則第4号により同年4月25日

から施行。ただし、横浜市緑図書館に係る規定

は、同年5月9日から施行） 

附 則 （平成11年9月条例第54号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立図書館規則 

 

制  定 平成６年１月５日教委規則第１号 

最近改正 平成20年３月25日教委規則第６号 

 

横浜市立図書館規則をここに公布する。 

横浜市立図書館規則 

横浜市立図書館規則(昭和41年４月横浜市教

育委員会規則第２号)の全部を改正する。 

 

目次 

第１章 総則(第１条-第４条) 

第２章 館内利用(第５条-第８条) 

第３章 館外利用 

第１節 個人貸出し(第９条-第13条) 

第２節 団体貸出し(第14条-第20条) 

第３節 移動図書館貸出し(第21条) 

第４章 相互貸借(第22条) 

第５章 図書等の寄贈及び寄託(第23条-第29条) 

第６章 手数料(第30条-第33条) 

第７章 削除 

第８章 組織等(第35条-第41条) 

第９章 雑則(第42条) 

附則 

 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜

市条例第49号。以下「条例」という。)の施

行並びに同条例に定めるもののほか、横浜市

立図書館(以下「図書館」という。)の管理及

び運営について必要な事項は、この規則の定

めるところによる。 

(事業) 

第２条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 図書館資料を収集整備し、市民の利用に

供すること。 

(2) 郷土資料及び地方行政資料を収集し、利

用に供すること。 
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(3) 図書館資料の周知に努め、読書、調査研

究等の相談に応ずること。 

(4) 図書館資料の館外貸出しをすること。 

(5) 他の図書館と協力し、図書館資料の相互

貸借を行い、利用の便を図ること。 

(6) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、展示

会、講演会等を主催し、及びその奨励を行

うこと。 

(7) 前各号に定めるもののほか、図書館の目

的を達成するために必要な業務 

(開館時間) 

第３条 図書館の開館時間は、横浜市中央図書

館(以下「中央図書館」という。)にあっては

午前９時30分から午後８時30分までとし、条

例第１条に規定する図書館のうち中央図書

館以外の図書館(以下「中央図書館以外の図

書館」という。)にあっては午前９時30分か

ら午後７時までとする。 

2   前項の規定にかかわらず、日曜日、月曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23

年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」

という。)にあっては、午前９時30分から午

後５時までとする。 

3   教育長は、前２項の規定にかかわらず、特

に必要があると認める場合は、開館時間を変

更することができる。 

(平6教委規則5・平6教委規則13・平12教委

規則11・平13教委規則14・一部改正) 

(休館日) 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 12月29日から翌年１月３日まで 

(2) 図書特別整理期間 

2  第１項第２号の期間は、１年につき３日を

超えない範囲において教育長が定める。 

3  教育長は、前２項の規定にかかわらず、特

に必要があると認めるときは、臨時に休館日

を設けることができる。 

(平12教委規則11・平13教委規則14・一部改正) 

 

第２章 館内利用 

(利用の手続) 

第５条 館内における図書館資料の利用は、自

由とする。ただし、教育長が特に指定した図

書館資料の利用については、別に定める。 

(図書館資料の複写) 

第６条 図書館資料の複写を依頼しようとする

者は、教育長が別に定めるところにより申し

出なければならない。 

(利用の場所) 

第７条 図書館資料の館内での利用は、教育長

が指定する場所で行うものとする。 

(退館) 

第８条 教育長は、条例及びこの規則の規定に

違反した者又はこれらの規定に基づく職員

の指示に従わない者に対しては、退館を命ず

ることができる。 

(平12教委規則11・一部改正) 

第３章 館外利用 

第１節 個人貸出し 

(登録手続) 

第９条 図書館資料の館外貸出しを受けようと

する者は、図書館カード(第１号様式)の交付

を受けなければならない。 

2  図書館カードの交付を受けるためには、図

書館カード申込書(第２号様式)に本人であ

ることを証明する書類を添えて教育長に提

出し、登録しなければならない。 

3   登録事項に異動を生じたときは、登録者は

直ちにその旨を届け出なければならない。 

4  登録者が虚偽の登録を行い、又は図書館カ

ードを他人に転貸する等不正な行為をした

ときは、教育長は、別に定めるところにより、

一定の期間貸出しを停止し、又はその登録を

取り消すことができる。 

5  個人貸出しの登録有効期間は、登録した日

から５年間とする。 

(平12教委規則11・平16教委規則13・一部改正) 
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(個人貸出しの手続等) 

第10条 登録者が図書館資料の貸出しを受けよ

うとするときは、図書館カードを提出しなけ

ればならない。 

(貸出取扱時間) 

第11条 図書館資料の貸出取扱時間は、開館時

から閉館時までの間で、教育長が別に定める。 

(平12教委規則11・一部改正) 

(貸出しの制限及び貸出しの期間) 

第12条 次の各号の一に該当する図書館資料は、

特に教育長が必要と認めるときを除き貸出

しをしない。 

(1) 貴重図書、辞書、辞典、郷土資料、地図、

図録、目録類 

(2) 逐次刊行物(新聞、官公報、統計、年鑑類) 

(3) その他館外貸出しを不適当と認めるもの 

2  利用者１人に対して同時に貸し出すことの

できる図書館資料は、すべての図書館及び移

動図書館を合わせて６冊までとする。 

3  図書館資料の貸出期間は、貸出日の翌日か

ら２週間とする。 

(貸出停止等) 

第13条 個人貸出しを受けた者が、貸出期間経

過後なお、図書館資料を返納しないとき、又

は図書館資料の管理に不都合があると認め

られるときは、教育長は、別に定めるところ

により一定の期間貸出しを停止し、又は登録

を取り消すことができる。 

(平12教委規則11・一部改正) 

第２節 団体貸出し 

(貸出しの範囲) 

第14条 団体貸出しを受けることのできる者は、

地域団体、職場団体、社会教育関係団体その

他の団体で教育長が適当と認めるものとす

る。 

(団体貸出しの利用方法) 

第15条 団体貸出しを受けようとする者は、団

体貸出申請書を提出し、登録しなければなら

ない。 

2  第９条第３項及び第５項の規定は、団体貸

出しの場合に準用する。 

3  貸出しをする図書館資料の種類、貸出冊数、

貸出期間等の利用方法は、教育長が別に定める。 

(平12教委規則11・一部改正) 

第16条及び第17条 削除 (平12教委規則11) 

(図書館資料の管理) 

第18条 団体代表者は、貸出しを受けた図書館

資料の管理についてその責を負うものとする。 

(貸出し停止等) 

第19条 団体貸出しを受けた者が貸出期間経過

後なお、図書館資料を返納しないとき又は図

書館資料の管理に不都合があると認められ

るときは、一定の期間貸出しを停止し、又は

団体貸出しの登録を取り消すことができる。 

第20条 削除 (平12教委規則11) 

第３節 移動図書館貸出し 

(移動図書館貸出しの取扱い) 

第21条 移動図書館貸出しの取扱いについては、

第１節個人貸出しに関する規定を準用する。 

第４章 相互貸借 

(相互貸借の手続等) 

第22条 図書館資料の相互貸借に関する手続及

び費用の負担については、教育長が別に定める。 

第５章 図書等の寄贈及び寄託 

(寄贈) 

第23条 教育長は、図書その他の資料(以下「図

書等」という。)の寄贈を受けた場合、寄贈

を受けた図書等に寄贈者の氏名及び寄贈年

月日を記載して、その篤志を表示することが

できる。 

(寄贈に係る費用) 

第24条 図書等の寄贈に係る費用は、寄贈者の

負担とする。ただし、教育長が別に定める場

合は、この限りでない。 

(寄託) 

第25条 教育長は、図書等の寄託を受けた場合、

寄託者に対して、受託証書を交付するものと

する。 
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(寄託図書等の取扱い) 

第26条 寄託を受けた図書等は、寄託について

特別の条件がある場合のほか、図書館資料の

取扱いに準じる。 

(返還) 

第27条 寄託を受けた図書等は、寄託者の請求

によりこれを返還するものとする。 

(寄託に係る費用) 

第28条 図書等の寄託に係る費用は、寄託者の

負担とする。 

(免責) 

第29条 寄託を受けた図書等の損失に対しては、

その責を負わないものとする。 

第６章 手数料 

(手数料) 

第30条 条例第3条第1項に規定する手数料の額

は、複写１枚につき10円とする。 

(平16教委規則13・一部改正) 

(手数料の後納) 

第31条 条例第３条第２項ただし書の規定によ

り手数料を後納できる場合は、次のとおりと

する。 

(1) 複写を終了しないと手数料の額が算定

しがたいとき。 

(2) 事業所等で事務手続の都合により前納

できないとき。 

(3) その他教育長が特別の事情があると認

めるとき。 

(手数料の減免) 

第32条 条例第3条第3項の規定により手数料を

減免できる場合は、次のとおりとする。 

(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体

又は公共的団体において、公用又は公共用

に供するため複写を依頼したとき。 

(2) その他教育長が必要と認めるとき。 

2  手数料の減免を受けようとする者は、手数

料減免申請書を教育長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

 

(手数料の返還) 

第33条 条例第３条第４項ただし書の規定によ

り手数料の全部又は一部を返還できる場合

は、次のとおりとする。 

(1) 図書館の都合により複写ができなくな

ったとき。 

(2) 図書館において複写に着手する前に依

頼の取消しがあったとき。 

(3) その他教育長が特別の事情があると認

めるとき。 

2  前項の規定により手数料の返還を行う場合

において、その返還額はその都度教育長が定

める。 

第７章 削除 (平6教委規則5) 

第34条 削除 (平6教委規則5) 

第８章 組織等 

(中央図書館の組織) 

第35条 中央図書館に次の課及び係を置く。 

企画運営課 

庶 務 係 

調 整 係 

調査資料課 

資 料 係 

調 査 係 

サービス課 

サービス第一係 

サービス第二係 

(平6教委規則5・平6教委規則12・平12

教委規則11・一部改正) 

(中央図書館の事務分掌) 

第36条 課及び係の事務分掌は、次のとおりと

する。 

企画運営課 

庶 務 係 

(1) 図書館の運営管理に関すること。 

(2) 図書館の事業の企画及び調整に関する

こと。 

(3) 図書館の整備計画の策定及び建設に関

すること。 
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(4) 図書館の広報及び広聴に関すること。 

(5) 図書館の統計に関すること。 

(6) 図書館と関係機関との協力調整に関す

ること。 

(7) 中央図書館の施設管理に関すること。 

(8) 館内他の課、係の主管に属しないこと。 

調 整 係 

(1) 図書館情報システムに係る企画、運用及

び維持管理に関すること。 

(2) 図書館の利用者サービスの調整に関す

ること。 

調査資料課 

資 料 係 

(1) 図書館の資料選定に関すること(中央図

書館以外の図書館の購入分を除く。)。 

(2) 図書館資料の収集方針、収集調整及び選

定支援に関すること。 

(3) 図書館資料の受入、整理、支出、保管及

び評価に関すること。 

(4) 図書館資料の書誌データの整備に関す

ること。 

(5) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。 

(6) 他の係の主管に属しないこと。 

調 査 係 

(1) 中央図書館資料(人文科学、社会科学、

自然科学部門資料及び一般調査資料並び

にヨコハマ資料に限る。)の資料整備及び

館内利用に関すること。 

(2) 中央図書館資料の利用相談・情報提供に

関すること。 

(3) 利用相談・情報提供に係る総合調整に関

すること。 

サービス課 

サービス第一係 

(1) 中央図書館の自主企画事業に関すること。   

(2) 中央図書館の団体貸出しに関すること。 

(3) 移動図書館に関すること。 

(4) 図書館資料の相互貸借に関すること。 

(5) 他の係の主管に属しないこと。 

 サービス第二係 

(1) 中央図書館資料(調査係の主管に属する

ものを除く。)の資料整備、館内利用及び

利用相談・情報提供に関すること。 

(2) 中央図書館資料の館外利用(移動図書館

及び団体貸出しに関することを除く。)に

関すること。 

(平 6 教委規則 12・全改、平 12 教委規則

11・一部改正、平20教委規則 6・一部改正) 

(職員) 

第37条 図書館に館長並びに教育長が必要と認

める専門的職員及び事務職員を置く。 

2  課に課長、係に係長を置く。 

3  図書館に担当部長、担当課長、課長補佐及

び担当係長を置くことができる。 

4  担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係

長及び担当係長は、事務職員をもって充てる。 

(平6教委規則17・平19教委規則6・一部改正) 

(館長等の職務) 

第38条 横浜市中央図書館長(以下「中央図書館

長」という。)は、教育長の命を受け、図書

館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

2  中央図書館の担当部長、課長、担当課長、

課長補佐、係長及び担当係長は、それぞれ上

司の命を受け、所属職員を指揮監督する。 

3  中央図書館以外の図書館の館長は、中央図

書館長の命を受け、それぞれ館務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

(平6教委規則5・平6教委規則13・平12教委

規則11・平19教委規則6・一部改正) 

(代理) 

第39条 中央図書館長、担当部長、課長、担当

課長、課長補佐、係長及び担当係長に事故が

あるとき、又はこれらの者が欠けたときは、

主管の上席者がその職務を代理する。 

2  中央図書館以外の図書館の館長に事故があ

るとき、又は中央図書館以外の図書館の館長

が欠けたときは、教育長の指定する職員がそ

の職務を代理する。 

(平6教委規則5・平12教委規則11・平19教委

規則6・一部改正) 
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(事業計画の提出) 

第40条 中央図書館長は、毎年度初めに図書館

の事業計画を教育長に提出しなければなら

ない。 

(平6教委規則5・平12教委規則11・一部改正) 

(事業成果の報告) 

第41条 中央図書館長は、図書館利用の状況等

成果について教育長に報告しなければなら

ない。 

(平6教委規則5・平12教委規則11・一部改正) 

第９章 雑則 

(委任) 

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則

の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1  この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2  この規則の施行前に行った改正前の横浜市

立図書館規則の規定による手続等は、改正後

の横浜市立図書館規則の規定により行った

ものとみなす。 

附 則(平成6年2月教委規則第5号) 

この規則は、平成６年２月22日から施行する。 

附 則(平成6年4月教委規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成6年4月教委規則第13号) 

この規則は、平成６年４月26日から施行する。 

附 則(平成6年7月教委規則第17号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成12年3月教委規則第11号) 

(施行期日) 

1  この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

2  この規則の施行の際現にこの規則による改

正前の横浜市立図書館規則の規定により資

料課長に補せられ、又は資料課に勤務を命ぜ

られている者は、別段の辞令が発せられない

限り、この規則の施行の日において、それぞ

れこの規則による改正後の横浜市立図書館

規則の規定による調査資料課長に補せられ、

又は調査資料課に勤務を命ぜられたものと

する。 

附 則(平成13年10月教委規則第14号) 

この規則は、平成13年12月１日から施行する。 

附 則(平成16年10月教委規則第13号) 

(施行期日) 

1  この規則は、平成17年１月１日から施行す

る。ただし、第30条の規定は、同年４月１日

から施行する。 

(経過措置) 

2  この規則による改正後の横浜市立図書館規

則第30条の規定は、施行日以後に依頼した者

について適用し、施行日の前日までに依頼し

た者については、なお従前の例による。 

3  この規則の施行の際現にこの規則による改

正前の横浜市立図書館規則の規定により作

成されている様式書類は、なお当分の間、適

宜修正の上使用することができる。 

附 則(平成19年3月教委規則第6号) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則(平成20年3月教委規則第6号) 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第９条第１項） （平12教委規則・追加） 

表                     裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立図書館カード 

 

 

 

 

 

中央図書館 

・図書館を利用するときは、このカードをお持ちく

ださい。 

・このカードで横浜市立図書館全館を利用できま

す。 

・このカードは本人以外は使用できません。 

・住所や電話番号などが変わったとき、またはこの

カードをなくしたときは、お知らせください。 

 ※このカードを拾われた方は図書館までご連絡

ください。 

 

  名前 

（縦5.4cm、横8.6cm） 

 

第２号様式（第９条第２項） （平12教委規則11・追加、平16教委規則13・一部改正） 

 

太線の中だけ、楷書でご記入ください。

フリガナ

名 前
な ま え 姓 名

生年
せいねん

月日
が っ ぴ

住 所
じ ゅ う し ょ

　　　（　　　）

　　　（　　　） 内線

資 格 区分 12 窓口

住 所
コ ー ド

（Ａ６）

年　　月　　日 

電 話
で ん わ

（くわしくお書きください）

図書館
と し ょ かん

カード申込書
もうしこみしょ

申 込 日
も う し こ み び

年　　月　　日 

（この欄は記入しないでください）

〒　　　－
　　　　区

1 2 3 5

1 自宅　2 勤務先

1 自宅　3 呼出　0　なし
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